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筑後市多目的スポーツ施設整備設計業務プロポーザル実施要領 
 

 

 

１．目的 

  筑後市では、小学校再編に伴い閉校となった下妻小学校及び古島小学校の跡地に、多目的

スポーツ施設を新設整備します。また、古島小学校については、既存体育館を改修し、市民

体育館として整備します。 

  これらの整備を効率的に進め、各施設が機能的かつ相互に連携できるよう整備を図るため、

基本設計業務及び実施設計業務を委託するにあたり、本業務を適切に遂行する能力、技術力、

実績、創造性等を勘案し、総合的な見地から最も適した受託候補者を、公募型プロポーザル

方式により選定するため、必要な事項を定めるものです。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

   筑後市多目的スポーツ施設整備設計業務 

（２）業務内容 

   基本設計業務、実施設計業務及び設計業務に伴い必要な 地質調査、測量業務等。施設

の内容については、別紙「筑後市多目的スポーツ施設整備基本計画」及び「筑後市多目的

スポーツ施設整備基本計画 補足資料」による。 

（３）委託期間 

   契約締結日の翌日から令和９年３月 25 日（木）まで 

（４）提案上限額 

   73,000,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

（５）募集方法 

   公募型プロポーザル方式 

 

３．参加資格 

  プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、次に掲げる事項をすべて満たし

ていることを要件とします。 

（１）福岡県内に本社又は支社等を有し、入札・見積、契約締結、代金の請求・受領等の権限

を本社代表者から代理人（支店長・営業所長等）に委任されていること。 

（２）参加表明書提出時点において、筑後市競争入札参加資格者名簿に建築設計の業種として

登録されていること。 

（３） 参加表明書提出時点において、筑後市から指名停止の措置を受けていないこと。なお、

参加表明書提出日から契約締結までの間に、筑後市から指名停止の措置を受けたときは、

参加資格を失うものとする。 

（４）地方自治法施行令第 167 条の 4第 2 項の規定に基づく筑後市の入札参加資格制限に該当

しないこと。 

（５）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立

てがなされていないこと。 

（６）国税、県税、市税等の滞納がないこと。 

（７）建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所として登録されていること。 

（８）参加者又は参加者の役員等（役員としては登記又は提出されていないが実質上経営に関

与している者を含む。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77 号）第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はそれらの利益となる活動を

行う団体でないこと。 

（９）管理技術者、建築（総合）主任技術者、構造主任技術者、電気設備主任技術者、機械設

備主任技術者及び土木主任技術者を、それぞれ１名配置すること。 



2 
 

（10）管理技術者及び建築（総合）主任技術者は、参加表明書提出日において、参加者と３カ

月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。（支社で参加する場合は、支社に所属し

ていること。） 

（11）管理技術者及び建築（総合）主任技術者は、一級建築士の資格を有すること。 

（12）建築（総合）主任技術者を除く各主任技術者は、協力者（協力事務所）を加えることが

できる。ただし、協力事務所は、他の参加者と重複することはできない。 

（13）平成 27 年 4 月 1 日から公告の日までの間に、日本国内の文化施設又は体育施設の新設

に係る設計業務を元請として完了した実績があること。 

 

３－２．設計共同企業体の参加資格 

設計共同企業体で参加する場合は、３．の参加資格に加え、次に掲げる事項をすべて満た

していることを要件とします。 

（１）単体で参加申し込みしていない２者で構成していること。 

（２）主たる設計企業は、出資割合が最大であること。 

（３）構成員の出資比率は、それぞれ３０％以上であること。 

（４）構成員のすべてが、３．（１）から（８）の要件を満たしていること。 

 

４．実施スケジュール 

項 目 日 程 

①実施の公表 令和８年５月 15日（金） 

②質疑の受付 

（募集要領、仕様等） 
令和８年５月 18日（月）～令和８年５月 28 日（木）12時 

③質疑に対する回答 令和８年６月１日（月）予定 

④参加表明書等の受付 令和８年５月 18日（月）～令和８年６月４日（木）17 時 

⑤１次審査結果通知 令和８年６月８日（月）予定 

⑥技術提案書の提出 令和８年６月９日（火）～令和８年７月３日（金）17 時 

⑦プレゼンテーション 令和８年７月９日（木）予定 

⑧２次審査結果通知 令和８年７月 10日（金）予定 

⑨契約締結 令和８年７月中旬 
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５．参加表明書の提出 

  参加希望者は、次のとおり参加表明書及び関係資料（以下「参加表明書等」という。）を提

出してください。 

（１）提出書類 

提出書類 様式等 提出部数 

①参加表明書 
様式１ １部（単体企業用） 

様式１-② １部（設計共同企業体用） 

②事務所の概要 様式２ 

正本１部 副本１０部 

※副本には社名等、応募者が特定される

情報を記載しないこと。また、提出の際

は長辺綴じとすること。 

 

③事務所の業務実績 
（業務実績等を証する資料を添付） 

様式３ 

④配置予定技術者調書（経験等） 様式４-① 

⑤配置予定技術者調書（実績等） 様式４-② 

⑥配置予定技術者の実績例 様式５ 

⑦業務の実施方針 様式６ 

⑧誓約書 様式７ 

１部 ⑨質問書（参加表明書等関係） 様式８-① 

⑩質問書（技術提案書等関係） 様式８-② 

⑪設計共同企業体結成届 様式１１ 
１部（設計共同企業体で参加する場合の

み提出） 
⑫設計共同企業体協定書＊ 様式１２ 

  ※当該協定書第１１条に規定する口座が参加表明書提出時に未定の場合は、予定口座の記

載も可とします。ただし、決定後速やかに書面で報告してください。 

（２）提出方法 

  ① 受付期間 

令和８年５月 18日（月）～令和８年６月４日（木）17 時 

  ② 提出方法  

配達証明付書留郵便により、提出期限までに必着のこと。 

  ③ 提出先 

事務局 

  ④ 注意事項 

提出後の訂正、追加、差替え及び再提出は認めません。 

（３）募集要領、仕様等に関する質問の受付及び回答 

  ① 提出書類 

質問書（様式８-①） 

  ② 提出期限  

令和８年５月 18日（月）～令和８年５月 28 日（木）12時 

  ③ 提出先 

事務局 

  ④ 提出方法 

電子メールにより提出してください。送信後、事務局へ電話し、着信確認を行ってく
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ださい。電話連絡は、休日を除く 9 時から 17 時までとします。 

  ⑤ 回答方法 

令和８年６月１日（月）に市ホームページで公表します。なお、質問件数等により変

更する場合があります。 

 

６．１次審査 

（１）審査方法 

   筑後市多目的スポーツ施設整備設計業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」

という。）が次の事項について審査します。 

   参加資格を有する者が多数の場合は、得点合計上位３者程度を選定します。 

評価項目 内容 配分点 

①業務遂行能力等 事務所の技術者数、業務実績 １０点 

配置技術者の資格、経験、業務実績 ２０点 

配置技術者の業務実績例 １０点 

②業務の実施方針  ３０点 

合計 ７０点 

（２）審査委員会委員 

職名等 人数 備考 

副市長 １ 審査委員長 

総務部長 １ 審査委員長職務代理者 

建設経済部長 １  

教育部長 １  

建築・住宅担当係長 １ 建築士 

契約管財課長 １  

（３）審査結果の通知 

   １次審査結果は、令和８年６月８日（月）に応募者へ文書で通知するとともに、市ホー

ムページで公表します。なお、応募状況等により変更する場合があります。 

 

７．現地説明会 

現地説明会の実施日時は、設定いたしません。 

（１）申込方法等 

14.記載の連絡先に電話またはメールをしてください。担当職員より日程調整の連絡を

させていただきます。 

（２）申込期限 

令和８年７月２日（木）17 時 

（３）対応内容 

下妻小学校及び古島小学校の敷地内を案内します。古島小学校のみ体育館の内部 

を見学可能です。当日は、担当職員の指示に従い、許可された範囲のみで行動してく

ださい。敷地内の写真撮影は可としますが、 周辺環境の撮影は自らの責任で行ってくだ

さい。 

校舎等の解体工事の進捗状況によっては、敷地内に入れない場合もありますので、ご

了承ください。 
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８．技術提案書の提出 

  技術提案は、次により提出してください。 

（１）提出書類  

提出書類 様式等 提出部数 

技術提案書 様式９ 

正本１部 副本 10 部 

※副本には社名等、応募者が特定される情

報を記載しないこと。また、提出の際は長

辺綴じとすること。 

見積書 様式１０ 

1 部 

※概算額での見積書の提出であり、本契約

にあたっては、詳細な仕様及び履行条件に

基づき契約額を決定します。 

（２）提出方法 

  ① 受付期間 

令和８年６月９日（火）～令和８年７月３日（金）17 時 

  ② 提出方法・提出先・注意事項 

参加表明書の提出に同じ。 

 

９．技術提案のテーマ等 

技術提案書の作成にあたっては、「筑後市多目的スポーツ施設整備基本計画」及び「筑後

市多目的スポーツ施設整備基本計画 補足資料」を参照し、次の３つのテーマすべてを含む

提案としてください。 

技術提案書は、本業務を具現化できる能力を有する設計者を選定するためのものであり、

文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能としますが、詳細な設計内容や

成果品の一部の提出を求めるものではありません。 

具体的な設計作業は、契約締結後、技術提案書に記載された取組内容を反映しつつ、発注

者が提示する資料に基づき協議を開始するものとします。 

（１）技術提案のテーマ 

  ① テーマ１ 

   「周辺環境を考慮した建築計画上の考え方」 

  ② テーマ２ 

   「本施設の特性を考慮した施設配置及び動線計画の考え方」 

  ③ テーマ３ 

   「維持管理を踏まえた長寿命化に資する施設の設計において配慮すべき事項」 

 

10．プレゼンテーション 

（１）実施日（予定） 

令和８年７月９日（木） 

詳細については、該当者に別途通知します。 

（２）実施場所     

筑後市役所 東庁舎３階 302 会議室 

詳細については該当者に別途通知します。 

（３）出席者      

管理技術者及び建築（総合）主任技術者は必ず出席するものとし、参加人数は４名以内

とします。 

（４）プレゼンテーション内容 

業務の実施方針（様式６）及び技術提案書（様式９）について２０分以内で、管理技術

者又は建築（総合）主任技術者が説明してください。 

その後、審査委員会委員からの質疑を１５分程度予定しています。 
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説明に際し使用できるものは、業務の実施方針（様式６）及び技術提案書（様式９）の

みとし、追加資料は受理しません。その際、パワーポイントを使用することを可とします。

ただし、説明内容は提出した業務の実施方針（様式６）及び技術提案書（様式９）と同一

の内容としてください。なお、大型モニター及びＨＤＭＩケーブルは準備していますが、

パソコンは参加者側で準備してください。 

プレゼンテーション時には会社名の入った名札等は使用せず、会社名を伏せて実施して

ください。 

プレゼンテーションの順番は、提案書等提出届が提出された際に、事務局がくじ引きを

行い決定します。事業者が直接くじ引きを行いたい場合は、別途申し出てください。 

 

11．２次審査 

（１）審査方法 

   審査委員会が次の事項について審査し、第１位契約候補者及び第２位契約候補者を選定

します。なお、審査委員会は、あらかじめ定めた評価基準に基づき、一定の基準に満たな

い参加者を契約候補者として選定しないものとします。 

評価項目 内容 配分点 

①業務遂行能力等 
事務所、配置技術者

の実績等 
２０点 

②プレゼンテーション 
業務の実施方針 ２０点 

技術提案 ６０点 

③見積額 委託料見積額の適正 １０点 

合 計 １１０点 

（２）審査結果の通知 

   審査結果は、令和８年７月 10 日（金）に文書で通知するとともに、市ホームページで

公表します。なお、応募状況等により変更する場合があります。 

   選定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して 7 日以内（土日祝日を除

く。）に、書面（様式は任意）により、非選定理由の説明を求めることができます。 

 

12．契約の締結 

市は、第１位契約候補者と随意契約に向けた協議を行います。 

この協議において、業務委託条件、仕様等について若干の修正を行う場合があります。協

議が整わない場合、本プロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合、又は不正と認

められる行為が判明した場合は、次順位契約候補者と契約締結に向けた協議を行います。 

なお、契約は筑後市契約規則に基づき行います。 

 

13．その他 

（１）参加報酬は無報酬とします。参加表明書、技術提案書等の作成、提出及び提案プレゼン

テーションに関する費用は、すべて参加者の負担とします。 

（２）本プロポーザルで提出された書類は返却しません。 

（３）提出書類の内容に第三者の著作物の公表、展示等が含まれる場合は、提出者の責任にお

いて当該第三者の承諾を得ておくこととします。 

（４）参加表明書及び技術提案書等の著作権は参加する者に帰属します。ただし、提出された

提案書等は、筑後市情報公開条例（平成 14 年 6 月 25 日条例第 29 号）に基づき、個人

情報・法人情報等を除き公開の対象となります。 

（５）提出書類作成のために筑後市から受領又は閲覧した資料は、本プロポーザルに限り使用

するものとし、筑後市の承諾なく公表又は他の目的に使用することはできません。 
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14．事務局 

  筑後市教育委員会 教育総務課 

住 所：〒833-8601 福岡県筑後市大字山ノ井 898 番地 

電 話：０９４２-５３-４１１７ 

ＦＡＸ：０９４２-５４-０３３６ 

Ｅ-mail：kyouikusoumu@city.chikugo.lg.jp 


